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国民生活審議会第５回消費者団体訴訟制度検討委員会議事次第 

 

                    日   時：平成 16 年９月 10 日（金）  10:00～12:10  

                    場   所：中央合同庁舎４号館共用第１特別会議室 

 

１．開  会 

 

２．消費者団体訴訟制度に係る論点整理（第２回） 

 

３．閉  会 

 

配 布 資 料  

 

資 料 ： 消 費 者 団 体 訴 訟 制 度 に 係 る 論 点 整 理 （ 第 ２ 回 ）  

     １ ． 適 格 要 件 の 検 討 に あ た っ て の 基 本 的 な 考 え 方  

２ ． 適 格 団 体 の 要 件  

３ ． 適 格 要 件 へ の 適 合 性 判 断  
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○山本委員長  皆様、おはようございます。ただいまから、「第５回消費者団体訴

訟制度検討委員会」を開催いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。 

  それでは、早速、議事に入ります。 

  本日は、適格団体の要件について御議論をいただきます。事務局より説明をお願

いします。 

  なお、資料については、事前に皆様に送付されたと伺っておりますので、説明は

簡潔にお願いいたします。 

○服部消費者企画課長  それでは、御説明させていただきます。 

  今回の資料、３つのパートから構成されております。 

  「１．適格要件の検討にあたっての基本的な考え方」でございます。団体に訴権

を認める意義に基づき、適格要件を設定する必要性について論点をお示ししており

ます。 

  「２．適格団体の要件」でございます。この基本的な考え方から導き出されます

６つの要件、それぞれにつきまして論点をお示ししております。 

  「３．適格要件への適合性判断」ということでございまして、適合性の判断に関

しての論点でございます。 

  ２ページ目でございます。「（１）消費者団体に訴権を認める意義」でございま

すが、消費者団体は、消費者に代わって、市場において事業者の行為を監視するな

ど消費者の視点に立って活動することが期待されています。 

  消費者被害について見てみますと、個々の被害額は比較的少額である一方、同種

の被害が多数の者に及ぶことが多いという特徴を有しており、消費者個人が訴訟を

提起することによって、対応することが難しい面があるのではないかということで

ございます。 

  当制度は、消費者個人ではなく消費者団体が訴訟制度の枠組みを利用し、消費者

全体の利益の擁護を図るためのものであると考えられます。 

  消費者基本法におきましても、第８条において、消費者団体の努める活動の１つ

として、「消費者の被害の防止及び救済のための活動」を掲げております。 

  また、26 条、国は「消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な

施策を講ずる」旨が規定されておりまして、これらの規定は、消費者の被害の防止

及び救済のための活動を促進する方策の１つとして、この制度を念頭に置いたもの

と解されます。 

  資料１でございますが、第 18次消費者政策部会報告書の関連部分でございます。

資料２については、先ほど申し上げました消費者基本法、関連条文の抜粋でござい

ます。資料３については、消費者基本法の国会審議議事録の抜粋でございます。 

  ６ページ目でございますが、法案提案者から、この下線部のところでございます
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が、消費者団体の消費者の被害の防止及び救済のための活動が促進されるために必

要な施策を講ずるものとするという形で、団体訴権についての思いをこの第８条、

第 26 条に込めている旨の御発言でございます。 

  次に、７ページ目、「（２）適格要件を設定する必要性」でございます。 

  今、消費者団体に訴権を認める意義について申し上げましたが、当制度が、消費

者全体の利益の擁護を図るために消費者団体が訴権を行使するものであることにか

んがみますと、訴権を行使する消費者団体として、以下の観点から一定の要件を設

定する必要があるのではないかということでございます。 

  「ア．消費者利益代表性」、「イ．訴権行使基盤」、「ウ．弊害排除」というこ

とでございまして、これらの観点を具体化する要件として、消費者利益代表性に関

しましては団体の目的、活動実績、団体の規模、事業者等からの独立性等々がござ

います。訴権行使基盤に関連しまして、法人格の要否、人的基盤、財政基盤、組織

運営体制をあげてございます。また、弊害排除といたしまして、暴力団等の排除等

が考えられるのではないかということでございます。 

  ８ページ目でございますが、資料４、ドイツ・フランス・イギリスにおける適格

団体の要件でございます。 

  今、申し上げました要件が、これらの国々におきましても設けられております。 

  次に、10 ページでございます。資料５、これらの国々におきます適格団体数をと

りまとめたものでございます。 

  次に、12 ページでございます。今までが適格要件の検討に当たっての基本的な考

え方に関するものでございますが、適格団体の要件として、先ほど申し上げました

具体的要件を、このページ以降取り上げております。 

  （１）団体の目的、活動実績でございます。 

  消費者利益代表性につきまして、団体の目的に消費者の被害の防止及び救済のた

めの苦情相談等が掲げられており、かつ、実際にその活動を継続的に実施している

ことが１つの判断基準になるのではないかというものでございます。 

  まず、団体の目的に関しましては、団体の定款等の規定から判断し得るのではな

いかということでございます。 

  また、活動実績に関しては、定款等において規定されている当該団体の目的に沿

った活動が、相当期間、継続的に行われているかどうかから判断し得るのではない

かという論点でございます。 

  なお、営利を目的とする団体の活動は、消費者団体の利益の擁護に合致するとは

限らないことから、営利を目的とする団体は除外すべきではないかという論点もあ

ろうかと思います。 

  13 ページ目、資料６、活動実績を要件としている例として、自然公園法を掲載さ

せていただいております。環境大臣は国立公園について、業務を適切かつ確実に行
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うことができると認められるものを公園管理団体として指定することができるとい

うことでございます。 

  （２）でございますが、施行規則におきまして、公園団体の指定基準において、

三号、十分な活動実績を有していること、といった例がございます。 

  次、14ページ目の資料７、わが国の消費者団体の活動内容についてでございます。 

  先ほど申し上げました苦情処理活動を行う団体として、全団体で 11％、中央団体

では 30％が取り組んでいるというふうに把握しております。 

  15 ページ目、資料８、わが国の法人制度の概要でございます。 

  先ほど、営利を目的とする団体について言及させていただきましたが、これらの

団体は右側に掲げてございます。 

  16 ページ、（２）団体の規模につきましても、消費者利益代表性の指標の１つと

なり得るのではないかというものでございます。 

  具体的な指標といたしましては、団体の会員数、活動地域の範囲などが考えられ

るわけでございます。 

  前者につきましては、一定数以上の会員を有することが必要ではないか。その際、

下部団体の会員数をどのように考慮すべきかという論点があろうかと考えられます。 

  また、後者、活動地域の範囲につきましては、中央団体、県域団体、地域団体、

こういったものがございますが、訴権を行使する団体に関し、これらの活動範囲と

いうものをどのように考えるべきかという論点もあろうかと思われます。 

  17 ページ、資料９、わが国の消費者団体の会員数とその推移でございます。 

  我が国には、全国で約四千七百の消費者団体があると認識しております。 

  次、18 ページでございます。これら 4,700 の団体に関しまして、会員数別の割合

を示させていただいたものでございます。10～99 人が 46％を占めております。 

  次の資料 11、わが国の消費者団体の活動地域別団体数についてでございます。 

  約四千七百のうち、中央団体が 30、県域団体が 400 程度、地域団体が 4,000 程

度という内訳になっております。 

  次に、20 ページ目の（３）事業者等からの独立性に関するものでございます。 

  団体が特定の事業者ないし事業者団体の影響下にある場合、消費者の代表とは評

価し難い、事業者の不当な行為に対する十分な対応が期待し得ないといったことが

想定されます。消費者全体の利益を擁護するという制度の趣旨にかんがみますと、

事業者等からの独立性を要件とすることが必要ではないかという論点でございます。 

  具体的には、役員等の人的要素、出資金等の資金的要素において独立性を要件と

することが考えられるのではないかというものでございます。 

  資料 12、ドイツ・フランス・イギリスにおける適格団体の要件（再掲）でござい

ますが、このうち、事業者等からの独立性の該当部分を記載しております。 

  21 ページ、（４）法人格の要否については訴権行使基盤に関する要件についてで
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ございます。 

  適格団体の要件といたしまして、法人格を有することを要件とすべきとする考え

方がある一方、我が国の消費者団体の多くは法人格を取得していないという現状等

から法人格を有することを要件とするべきではないという考え方もございます。 

  Cでございますが、法人格を有しない団体は当事者の行為のみによって成立する

ということでございまして、我が国におきましては、従来、非営利団体が法人格を

取得することが容易ではなかったということから、法人格を有しない団体でござい

ましても、いわゆる権利能力なき社団と認められる一定の場合につきましては、判

例上、法人格を有する団体と可能な限り同様に権利・義務の帰属主体として取り扱

われており、訴訟を提起することについても法律上可能とされているということで

ございます。 

  しかしながら、権利能力なき社団に該当するかどうかは個々の裁判で判断される

ため、法人格を有しない団体に訴権を認めることは、権利・義務の帰属主体が明確

である法人のみに認める場合と比べて制度の安定性を欠くのではないかという論点

でございます。 

  なお、近年、ＮＰＯ法人制度や中間法人制度が新たに創設され、非営利団体が比

較的容易に法人格を取得し得る環境が整備されてきております。 

  また、非営利団体に対し原則として準則主義等により法人格を付与することを目

指す公益法人制度改革の動きもございます。 

  22 ページ、以下、資料でございます。 

  資料 13、これは幾つかの法人に関しまして、設立要件、団体の能力、主な事業等

について比較した表でございます。 

  23 ページでございますが、資料 14、法人格を取得している消費者団体数でござ

います。約四千七百のうち、全団体を見てみますと 46 でございます。 

  24 ページ、いわゆる「権利能力なき社団」についての概要でございます。 

  「社団の実体」を有するが法人格を持たない団体を、「権利能力なき社団」とい

う標記をしておりますが、この「社団の実体」を有する、といい得るための要件と

いたしまして、このBでございますが、団体としての組織を備えていること、多数

決原理によって団体の意思決定が行われていること等々が必要であるとされており

ます。 

  この権利能力なき社団であるかどうかを巡って裁判で争われた例が、資料 16 で

ございます。 

  認められた例、認められなかった例、それぞれを掲載させていただいております。 

  次に、26 ページの資料 17、ＮＰＯ法人格取得状況についてでございます。 

  2004 年６月末現在、１万 7,000 余りのＮＰＯ法人がございます。このうち、「消

費者の保護を図る活動」を目的の１つとして定款に記載している法人数、約四百程
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度でございます。 

  27 ページ、資料 18 でございますが、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本

方針」、閣議決定から抜粋しております。１．改革の目的と検討の方向等において、

次の方針をもって公益法人制度の抜本的改革に取り組むこととするとされておりま

して、新たな非営利法人に関しまして、民間の非営利活動を促進するため、準則主

義（登記）により簡便に設立できるものとする、という記述がございます。また、

今後のスケジュールに関しましては、平成 17 年度末までに法制上の措置等を講ず

ることを目指すとされております。 

  次に、訴権行使基盤に関する要件として、人的基盤、財政基盤、組織運営体制に

ついてでございます。まず、人的基盤についてでございますが、団体が適確に差止

請求権を行使するためには、以下のような手順が必要ではないかといたしまして、

消費者被害についての情報収集、この情報の分析、事業者等との交渉、訴訟の提起、

裁判結果等の情報を広く消費者へ提供することをあげており、このような活動を経

常的に行っており、その活動を基盤として差止訴訟を提起していくことができるよ

うな人的能力や専門性を備えていることが必要ではないかという論点でございます。 

  次に、財政基盤でございますが、団体が継続的に活動し得るためには適正な財政

基盤が必要ではないかということでございます。現行法令上、財政基盤につきまし

ては「経理的基礎」と表現され、貸借対照表や損益計算書等から判断されている例

がございます。 

  最後に、組織運営体制について、団体が健全で透明性の高い運営を行っているこ

とが重要ではないかという論点でございます。 

  資料 19、先ほど申し上げました訴権の差止請求権行使に要する手続のイメージで

ございます。 

  資料 20、ドイツの運用の一例でございまして、適格消費者団体が事例の吸い上げ、

事件の選択、警告状の送付等々の業に当たっております。 

  資料 21、「経理的基礎」を要件としている例として、アルコール事業法を掲載し

ております。アルコールの製造を業として行おうとする者は、許可を受けなければ

ならないということで、第６条、許可の基準といたしまして、その事業を的確に遂

行するに足りる経理的基礎を有すること、といった規定がございます。 

  32 ページ、組織運営体制に関しまして、法人の機関についてまとめたものでござ

います。 

  続きまして、33 ページ、弊害排除に関する要件で、暴力団等の排除についてでご

ざいます。正当な権利行使を装って事業者に対し不当な要求を行うといった、消費

者の利益擁護を真の目的としない団体を排除するための一定の要件を課することが

必要ではないかということでございます。具体的には、反社会的存在からの独立性

を要件とすべきではないかということでございます。 
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  34 ページの資料 23、「反社会的存在からの独立性を要件とする例」といたしま

して、債権管理回収業に関する特別措置法を掲載しております。また、ＮＰＯ法の

該当の規定を掲載しております。 

  36 ページからは適格要件の適合性判断に関するものでございます。 

  まず、適合性を判断する主体に関するものでございまして、判断につきましては、

あらかじめ行政が団体の要件の適合性を判断する方法と、団体が個別に訴訟を提起

するごとに裁判所が適格要件の適合性を判断する、この２つの方法が考えられます。 

  前者につきましては、どの消費者団体が適格団体であるか、消費者・事業者双方

にとって明確となるため、「消費者が適格団体に対して事業者の不当な行為等に関

する情報を提供しやすくなる」、「訴訟前の交渉が促進され、訴訟に伴う経済的・

社会的費用を抑えることができる」、「不適切な団体が事業者に対して不当な要求

を防止することができる」等々の利点があり、制度の効果的・効率的な運営が図ら

れるのではないかという論点でございます。 

  一方、後者につきましては、事業者の不当な行為の発生後、より迅速に訴訟を提

起することが可能になるとも考えられますが、しかしながら、個別の訴訟ごとに適

格要件の適合性が争われることになりまして、制度の安定性を損なうことになるの

ではないかという論点でございます。 

  なお、ＥＵ諸国を見てみますと、あらかじめ行政が適格要件への適合性を判断す

る方法が一般的でございまして、訴訟の前段階におきまして、交渉により解決され

る事案も多いとのことでございます。 

  37 ページ、ヨーロッパ諸国におきます適合性の判断主体をまとめたものでござい

ます。 

  38 ページの資料 25、ドイツ・フランスにおける消費者団体訴訟の活用状況でご

ざいますが、警告手続等の件数をまとめております。 

  39 ページでございます。あらかじめ行政が適合性を判断する場合におきましても、

団体が裁判所において自ら適格要件への適合性を証明することによって訴権行使を

認めるといった例外を設けることも考えられるという論点でございます。 

  しかしながら、こうした場合においては、訴訟を提起する消費者団体が適格団体

であるかどうかについて、裁判所による判断がなされるまで明確にならない。この

ため、あらかじめ行政が適格性を判断する場合に考えられる、不適切な団体を排除

することや訴訟前の交渉を促すことが困難となり、制度の安定的運用という趣旨を

損ねるのではないかと。 

  このため、訴権の行使は、あらかじめ行政により適格要件に該当すると判断され

た消費者団体にのみ認めるべきではないかという論点でございます。 

  40 ページ、これは適格用要件への適合性を判断する方法に関するものでございま

す。 
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  方法を検討するに際しては、制度の運営の透明性を確保するために、判断主体の

裁量の範囲を極力小さくすべきとの観点がある一方で、制度の信頼性を確保するた

めに、団体の実体・実情に踏み込んで判断すべきとの観点もあり、この両方の観点

を踏まえながら、その方法を検討する必要があるのではないかというものでござい

ます。 

  41 ページ、法人設立方式の態様についてまとめております。 

  42 ページ、最後の論点でございます。「（４）事後的担保措置」、適格要件への

適合性が認められた団体でございましても、その後、適格要件を欠くに至ることは

十分にあり得るわけでございます。適格性が事後的にも担保されるよう、一定の措

置を取る必要があるのではないかということで、具体的には、有効期限を設定し更

新ごとに改めて適格要件の適合性を判断する、適格要件に関連する事項に変更があ

った場合の届け出、訴権行使の内容を示した事業報告書の提出等々が考えられるの

ではないかとしております。 

  43 ページ、これに関連しまして、幾つかの法人に関します監督制度を比較した表

を添付させていただいております。 

  以上でございます。 

○山本委員長  それでは、ただいまの説明につきまして、御意見・御質問等をお受

けしたいと思いますが、本日の事務局の資料は大きく３つの部分に分かれておりま

す。議論を効率的に進めるために、まず「１．適格要件の検討にあたっての基本的

な考え方」というパートについて御議論をいただきまして、その後「２．適格団体

の要件」、更に「３．適格要件への適合性判断」の部分について御審議をいただく

のがよいのではないかと思います。  それでは、「１．適格要件の検討にあたって

の基本的な考え方」につきまして、御意見・御質問がありましたら御発言をお願い

いたします。 

○長野委員  長野です。 

  この１の部分の「（１）消費者団体に訴権を認める意義」ですけれども、ここに

書いてあります「消費者の利益の擁護を図るため、消費者に代わって、市場におい

て事業者の行為を監視するなど消費者の視点に立って活動することが期待されてい

る」という、この意義、ここを押さえることが一つ、重要なことだと思っておりま

す。 

  それとの関連で、７ページ、１、「（２）適格要件を設定する必要性」のAアの

消費者利益代表性の部分が団体要件を考えるに当たって中心的な事項になろうかと

思います。この消費者利益代表性については確認しておくべきだと思うのは、言わ

ば量的代表性と質的代表性が考えられると思います。 

  先ほどの訴権を認める意義から考えれば、消費者利益の確保を実質的に行う活動

を行い、また、行う意欲のある団体にこそ訴権を行使する権限を与えるのがふさわ
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しいと言えると思います。 

  そういった観点からすると、この量的代表性、質的代表性のうちでも質的代表性、

消費者団体の行う活動の方向性こそが重要だというところを、ここの（１）の基本

的な考え方のところでは押さえておくべきではないかと。それが、その後の議論に

影響していくのではないかというふうに考えております。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。ほかに、御意見ございますか。 

○鹿野委員  意見というわけではないんですけれども、今、長野委員がおっしゃっ

た量的代表性というのは、具体的にはどういうことをお考えになっているのか、も

うちょっと具体的にお話しいただけないでしょうか。 

○山本委員長  それでは、長野委員、お願いします。 

○長野委員  端的には、量的代表性というのは人員の規模とか組織の規模というこ

とになろうかと思います。財政基盤であるとか、そういった物的なものだと思いま

す。 

○山本委員長  鹿野委員、何か。 

○鹿野委員  それは、７ページで書いてあるところの訴権行使基盤というところに

関わってくるということですか。 

  量的代表性という言葉を聞いたときに、どの範囲の消費者を代表しているのかと

いうことを考えていらっしゃるのかとも思ったんですが、そういうことではないん

でしょうか。 

○長野委員  当然、中心的なのは人数です。構成員を何人擁しているかというとこ

ろが量的代表性というところの中心になろうかと思います。 

○山本委員長  それでは、鹿野委員。 

○鹿野委員  先ほど、どの範囲の消費者の利益を代表しているかと申し上げたので

すが、それは必ずしも構成員が何人かということとは直結しない問題としてとらえ

ることができると思います。たとえ、構成員が比較的少なくても、広く消費者共同

の利益、あるいは全体的な利益を擁護する活動というのもあり得るのではないかと

思いますが。 

○山本委員長  まだ御議論は続くかもしれませんが、とりあえず、今、人数要件の

ことが問題になっております。それは、また後の方で人数要件のところがあります

ので、そこで御議論をいただくということではいかがでしょうか。 

  それで、なぜ、人数要件を要求するのか。それは消費者利益代表性に関わる問題

なのか、それとも訴権行使基盤に関わるのか、それとも濫用防止に関わるのか、い

ろんなところにつながりがありそうで、まだ明確でない部分がありますが、ここで

そこに深く立ち入るよりも、とりあえず、こういう観点でよろしいかどうかという

ところで長野委員から総論的な御指摘がありましたので、総論的な部分で何か御指

摘があったら更に御発言をいただくと。それで、個別の問題については、また個別
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のところで、ここに挙げられたような観点につなげる形で御発言をいただくという

ことではいかがかと思います。ほかに、この最初のパートで御発言ございますか。 

  坂東委員。 

○坂東委員  団体訴権を行使するために、消費者団体が一定の社会的信用を得なけ

ればいけないという観点につきましては勿論、そのとおりだと思います。 

  ですから、後で議論されるであろう登録制度、あるいは認定制度みたいなものが

大きな意味を占めてくるだろうと。それはよく理解できるわけですが、とりわけ「（１）

消費者団体に訴権を認める意義」の中でも強調されておりますけれども、現実に消

費者団体が市場の中での監視者としての役割を果たすことができるのは一体どうい

う条件が必要なのかという観点も、実際に団体訴権を機能させていくためには重要

なのではないかと思います。  とりわけ（１）のCで書かれている消費者基本法が、

言わば被害の防止・救済のための活動について、国が積極的に、その自主的活動を

促進させるということを期待する法の形式になっていることを踏まえた議論がここ

でも重要なのではないかと、私はそう理解しています。 

○山本委員長  ほかに、御発言はございますか。 

  小塚委員。 

○小塚委員  小塚でございます。 

  最初に長野先生がおっしゃったこと、あるいは今、それを受けて坂東先生がおっ

しゃったこと、非常に重要だと思うんですけれども、消費者全体の利益を代表して

というと、この全体というのがどういう意味かということ、先生のような御疑問は

出るかと思いますが、ここで本来、問題されるべきことは、消費者団体が消費者を

適切に代表しているかどうか、そこの間にギャップがないかということではないか

と思うのです。 

  それについて２つの点から、ある意味で、この資料にないことをちょっと問題提

起しておきたいと思いますが、１つは、消費者といってひとくくりにして、言わば

かぎ括弧を付けて言ってしまいますが、実は消費者の中にいろいろな考え方、いろ

いろな思考がある。そこを１色に塗りつぶしてしまうということは、まさに消費者

の利益を害することであって、そうであってはならない。そこの多様な思考、多様

な考え方を生かす社会こそが市場における自由な競争に根差した経済なのであって、

そこのところが一番基本にあるべきだと思います。 

 このような場で余り卑近な例を出すべきでないかもしれませんが、例えば１つ例

を出しますと、プロ野球の１リーグ制、２リーグ制ということが非常に問題になっ

たわけですけれども、プロ野球というのは言わば一つの産業であり、ビジネスであ

り、ファンというのは消費者である。この消費者の中に、特定のチームのファンと

いう消費者もいて、例えば１リーグ制には反対である。それで別の集団のファンと

いう、また消費者集団ですが、この方々は１リーグ制がいいと思っているというよ
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うなことだってあり得るわけです。 

  そういうときに、例えば一方のファンが消費者集団として１リーグへの移行の差

止訴訟を起こすということができるのかどうか。した場合に、もう一方の１リーグ

の方がいいと思っているファン、消費者団体というのはどういう利益が守られるの

か。そういった問題だと思うのです。それが１つです。 

  もう一つは、消費者の利益を適切に代表する団体かどうかというときに、しばし

ば、ある団体があって、その団体が適切な代表であるかどうかという固定的な観点

で考えがちなのですが、実は団体と消費者の利益というのは常に、言わばダイナミ

ックな、動態的な関係にある。そういう意味では、そこにある種のガバナンスの機

能といいますか、ガバナンスというとコーポレートガバナンスという言葉が有名で

すが、コーポレーションというのは英語で言えば、団体になっているものは何でも

コーポレーションですので、消費者団体も、ある意味で言えばコーポレーションで

す。そうすると、そこのガバナンスという問題があっておかしくないわけです。そ

ういう動態的な中での仕組みということも考えていただきたいと思います。 

  具体的な議論は、各論に入ったところでまた申し上げます。 

○山本委員長  ほかに、御発言を希望の委員はいらっしゃいますか。 

  三木委員。 

○三木委員  消費者利益代表性の関係ですが、これは、あるいは各論の方で議論す

べき問題かもしれませんが、消費者利益を適切に代表しているかどうかを消費者が

判断できるためには、その団体の活動が適切に、ある程度公開されている、あるい

は公表の動きがあるというようなことが必要ではないかと思います。 

  その点は、各論では 28 ページに「透明性の高い運営」という言葉で一部表され

ているのかなとは思いますが、場合によっては個別に取り出して要件として、ある

いは要件まで行かないのかもしれませんが、一つの考える基準として押さえる必要

があるのではないかと思います。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  いろいろ御意見をいただいたところですが、時間の都合もありますので、次のパ

ートに進みたいと思います。確認ですが、ここのパートに関しましては、消費者利

益代表性の判断基準として、団体の規模を要求するのがよいのかどうかという問題

が提起されました。  それから、団体の規模が、ここの資料では消費者利益代表性

という形でつなげられておりますが、そういう整理がよろしいのかどうかというよ

うなことも御指摘をいただきました。 

  その他、有益な御議論をいただきましたので、今後の審議において、その観点を

生かしていきたいというふうに思います。 

  それでは、続きまして、事務局の資料中「２．適格団体の要件」に関しまして御

意見・御質問をちょうだいしたいと思います。 
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  その際、資料で申しますと 12ページから第２のパートに入りますけれども、（１）

から（６）まで、事務局が設定している個別要件の事項について過不足がないかど

うかという観点も含めて御議論いただければというふうに思います。 

  それでは、御発言よろしくお願いいたします。 

  長野委員。 

○長野委員  まず、12 ページの「２．適格団体の要件」、（１）Aのところですけ

れども、ここでは救済のための苦情相談等ということで苦情相談が挙げられており

ますし、資料７では苦情処理のところに括弧が囲ってありますけれども、非常に苦

情処理にポイントが置かれているようにも見えるんですけれども、これを必須の要

件とする趣旨であれば非常に問題があるだろうというふうに思います。 

  ここにもありますように、我が国の消費者団体は多様な活動を行っていることと、

また、苦情処理についても程度の問題もあります。更に、苦情処理を現在の環境の

中で継続的に事業として行うのには財政的な基盤が必要になりますけれども、現状

では弁護士法のハードルがありますので、事業として有料で消費者相談を行うこと

ができないという事情があります。 

  一方で 110 番、それから、定期・不定期の電話相談などを行っている団体も相当

数あります。ですから、継続的・日常的な苦情相談を必須の要件とするというのは

日本の実情には合わないであろうというふうに思います。 

  また、多様な情報収集方法、これは恐らく実行化策として次回に検討されるのか

もしれませんけれども、情報収集活動がいろいろ確保されれば、そこから消費者団

体が検討すべき情報というのは得られる可能性がありますし、現状で苦情処理を必

須要件とするのは問題があろうかと思います。 

  次に、同じところのBですけれども、団体の目的については法人格のある団体に

限るかどうかによりますけれども、法人格のある団体に限らなくても、法人格なき

社団でも通常、規約がありますので、そこから目的は判断されるのではないかとい

うふうに思います。 

  更に、ここのDですけれども、営利団体については消費者に対する攻撃性を有し

やすいという性質があると思いますので、私は営利団体を除外することは妥当だと

思います。 

  次に、16 ページになりますけれども、「（２）団体の規模」のことですけれども、

先ほど申し上げたように、この問題を考える上では消費者代表性をどう考えるかと

いうところが影響してくると思います。特に団体規模については、消費者利益代表

性の一つの指標にはなり得ますけれども、むしろ、先ほど申し上げたように、質的

な代表性こそ重要だと思います。消費者のために実質的に活動をしているかどうか

こそが重要だと思います。 

  実際に私自身、消費者団体の理事をやっておるんですけれども、100 人規模の団
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体を運営していくというのはかなりの労力を有することで、100 人規模の団体であ

れば十分ではないかと思います。 

  また、全国だけではなく、地域で活動をしている団体にも、地域で問題としてい

る事項について訴権行使をする必要が考えられると思いますので、地域団体にも認

める必要性があります。 

  これらを考えると、団体の規模としては 100 人程度が妥当ではないかというふう

に思います。 

  なお、人数要件については濫訴防止の観点があろうかと思いますけれども、ただ、

濫訴防止ということになりますと、広域暴力団なんかが関わった場合は人数だけ動

員しようと思えば何人でも動員できるわけでして、濫訴防止に人数要件が有効に機

能するかというのは極めて疑問だというふうに思います。 

  下部団体の会員数のカウント方法ですけれども、人数要件を要求する最も大きな

理由は、先ほどのお話では恐らく量的な代表制にあると考えられます。そうだとす

ると、当該団体の活動に賛同している人数が問題となるわけですから、加盟団体が

機関決定をして当該訴権団体に参加している以上、下部の団体の構成員も当該訴権

団体の活動に賛同しているというふうに言えるものと思います。 

  下部団体の構成員数については、訴権団体の構成団体の構成員数、ですから、孫

の構成団体の構成員数も含めてカウントしてよいのではないかというふうに思いま

す。 

  地域的な問題については、その地域で生じ得る問題について取り組めるようにす

る必要がありますし、実際に生じている消費者被害は他地域で発生していることが

多いと思います。それぞれがそれぞれ関連しておりますし、１地域に限定するとい

うのは不可能ではないかと思います。消費者問題自体が１地域で限定されるという

のが難しいのではないかと思います。 

  特に、メンバーが地域限定でも、その問題については、中央の企業であるとか他

地域の企業を相手にやっていく必要があるというふうなのは多々問題あると思いま

す。 

  20 ページの「（３）事業者等からの独立性」ですけれども、ここは消費者に対し

て攻撃的になる可能性があるのは非常に営利性が大きな要素であるというふうに思

っております。したがって、営利団体からはコントロールされない必要があるとい

うふうに思いますが、ただ、事業を行っている団体、事業者というのは事業を行っ

ている者ということですけれども、事業者すべてから独立していることが必要かと

いうのはどうかと思います。 

  例えば、消費者団体同士が訴権行使に当たって協力する関係というのは考えられ

るわけですけれども、消費者団体が財政基盤を確保しようと思ったら事業を行う必

要があります。これは営利とは違いますけれども、構成員に対する分配を前提とす
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る、営利とは違いますけれども、やはり事業を行う必要があると思います。 

  そうすると、その消費者団体自体も事業を行っている限りでは事業者といい得る

面がありますので、全くの事業者からの独立性という形で議論するのはどうか、現

実的ではないのではないかというふうに思います。 

  「（４）法人格の要否」については、日本の消費者団体は法人格がない団体が非

常に多いことから、現状では法人格の要件とすべきではないというふうに私自身は

考えております。 

  「（５）人的基盤、財政基盤、組織運営体制」についてですけれども、財政基盤

については我が国の消費者団体の活動は財政基盤がしっかりしていないところも多

いという面もありまして、ボランティアで支えている面が大きいと思います。 

  ただし、全然やっていないということではなくて、ボランティアでしっかりした

活動をやっているところも非常に多いと思います。消費者団体は営利事業を行って

いるわけではないのでそういうことになっておりますけれども、実際に重要なのは、

消費者の権利保護活動を実際に行っているかどうかというところだと思います。 

  これらの面を考えると、財政基盤の確立よりも、むしろ、それを遂行していく人

的基盤があるかどうかこそが重要ではないかと思います。一定の財政基盤はあるに

こしたことはないですけれども、特に高いハードルが設定されるべきではないと思

います。 

  また、実情に関しても消費者団体へのたくさんの補助がなされているドイツなど

諸外国とは、現状では事情を異にしているであろうと。将来的にどうかという問題

はありますけれども、現状はちょっと異にしているであろうと思います。 

  33 ページの「（６）暴力団等の排除」は、私も明文で定めるのが相当であろうか

と思います。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして大河内委員からお願いします。 

○大河内委員  長野委員が御指摘になったところとかなりかぶるんですけれども、

私もここの書きぶりが全体に考えられている要件が大変に狭いと思います。 

  現実に、私は消費者団体からここに来ておりますけれども、現実の団体がこの要

件で訴権を持とうとすると、大変に少ないというか、この訴権の話し合いをして、

なるべく団体のサポートの体制をつくろうという最初の意義のところからしても、

要件を余り狭くすれば消費者団体に力を与えてというところと反するのではないか

と思っているんですけれども、法人格のところもそうですし、財政基盤のところも、

人的なところも、長野委員がおっしゃるとおりなんです。 

  私たちは、暮らしやすい社会をつくろうというようなことを思って活動を始めて

おりまして、訴訟をしようと思って団体をつくるというようなところは今まではほ
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とんどないわけでして、訴訟目的でつくっていないので、当然、そういうことを考

えて団体を構成していないので、今、この要件に当てはまる団体がすごく少ないと

いうのは当然のことではないかと思います。 

  しかし、今までいろいろ消費者の利益のために活動をしてきたたくさんの団体が、

そこから疎外されてしまうというのは問題が多いと思いますので、なるべく多くの

団体が取得できるように間口は広げておくべきであるというふうに思っています。

現在、訴訟をしようと思っていないとしても、何か問題があったときには訴訟を起

こせるというような権利を持っておきたいという団体に対しても門戸を開いていく

おくべきではないかというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

  それと、ちょっと質問があるんですけれども、内閣府の消費者団体の概要から四

千幾つの団体が出ているんですけれども、26 ページのＮＰＯのところに「消費者の

保護を図る活動」を定款に載せているところが、法人格を持って 421 、先ほどの御

説明にもあったんですけれども、そして 23 ページに、消費者団体の中で法人格を

持っているところは 46 団体なんですけれども、この消費者団体として考えられて

いるところというのはどういうところなのか。そのほかに、この消費者保護が目的

になっているＮＰＯなんかも消費者団体の範囲に入れられるのかどうか、その辺を

ちょっと知りたいと思います。 

○山本委員長  それでは、資料についての御質問がありましたので、事務局からお

願いします。 

○服部消費者企画課長  御説明します。 

  17 ページのところでございますが、消費者団体に関する調査、大変恐縮なのでご

ざいますが、調査時点が平成 13 年７月でございます。 

  26 ページ、他方、ＮＰＯ法人に関して、ちょっと御説明の中で省かせていただい

たということもございますが、特定非営利活動促進法、これは幾つかの分野を定め

ております。  「消費者の保護を図る活動」が新たに盛り込まれましたのが平成 1

5 年の改正時でございまして、先ほど申し上げました団体の調査時点では、これが

入っておりません。そういうことで、そこにそごがあるということでございます。

これらの法人につきましては、消費者団体として入るのではないかというふうには

認識されます。 

○山本委員長  そういうことで、よろしゅうございますか。ほかに。 

  上原委員、お願いします。 

○上原委員  16 ページの「（２）団体の規模」のDの活動地域の範囲の問題につい

てですが、先ほど長野委員から発言があったわけですが、私その発言に若干賛成の

面もありますが、意見を異にする面もありますので、そのことを申し上げたいと思

います。 

  というのは、この団体の一般的な訴権を与える要件として活動地域の範囲で限定
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をするか、ある広い活動範囲の団体だけに絞るかという論点から言えば、確かに長

野委員の発言されたように、そのような限定は疑問であると私も思うわけでありま

す。 

  ただ、それと、具体的な訴訟において、ある団体が提起した訴訟において差し止

めの対象と、その活動地域の範囲というものが余りに違っている、関連がないもの

であるといった場合にも訴権行使を訴訟で認めるかというと、それはやはり問題な

のではないかと。しかし、そちらは団体の要件というふうに考えるのか、あるいは

具体的な訴訟においての訴訟要件といいますか、訴えの利益等の関係で問題にすれ

ばいいのかもしれませんが、いずれにしても、そういう２つの問題は区別して考え

なければならないのではないか、このように考えております。 

○山本委員長  ほかに、御発言はございますか。 

  高橋委員。 

○高橋委員  先ほど、大河内委員の方からの発言に補足して申し上げたいと思うん

ですけれども、やはり団体訴権を機能させるためにどうしたらいいかということを

私たちは考えなければいけないと思うんですが、例えば適格要件のところで 12 ペ

ージからこれを見ていく場合に、資料として 14 ページから 26 ページまで消費者団

体に関する資料がありまして、これを１つずつ見ていきますと、例えば苦情処理を

行う団体は全体で 11％あるし、中央団体では 30％あるではないかとか、法人格を

持っているところもかなりあるではないかとか、人数の多い団体も結構比率が多い

というふうに読めてしまうんですけれども、それでは、現実に団体訴権をこれらの、

今、出ている論点の中で行使できる団体がどのぐらいあるかというと、これらの資

料を見ていっても具体的なイメージというのが湧かなくて、もしかしたら、これを

クロスしていくと実際にはすごく少ないのではないかというような懸念を持ってお

ります。 

  例えば、適格要件のところで、仮に消費者被害の防止・救済のための苦情相談等

が必要であって、それが団体の目的と掲げられていて、それが定款等に定められて

いるであろうから、その定款の規定から判断できるだろうというふうな書きぶりに、

ここの２の（１）のABというのはそういう文脈でつながっていくんですけれども、

聞くところによりますと、消費者団体の中で定款に団体の目的として苦情処理を定

めているところがどのぐらいあるかというと、かなり少ないのではないかというよ

うにも聞いておりまして、こういうものを掲げるのであれば、既に調査されている

のであれば、定款にどのぐらい掲げられているのかという具体的なデータをお示し

していただきたいと思いますし、現在、調査ができていないということであれば、

そういう方向性で定款にそれが定められている団体がどのぐらいあるのかという検

討しやすいデータを御準備いただけたらと思うのですけれども、現状、あるいはな

ければということでお願いします。 
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○山本委員長  御質問が含まれていたかと思いますが、事務局から何かお答えいた

だくことはございますか。 

○服部消費者企画課長  今、どういう調査でどういうことができるかというのはち

ょっと即答しかねますので、改めて御説明させていただきます。 

○山本委員長  大きな考え方として、今ある消費者団体を所与のものとして、そこ

から出発するのか。それとも、やはりこういう重要な権能を与える以上、今ないと

ころは定款にそのように書いていただくという方向で議論を進めていくのか、そう

いう根本的な問題もあるかと思いますので、その辺も含めて更に御意見をいただけ

ればと思いますが、品川委員。 

○品川委員  今の論点ですけれども、団体の目的なり定款なりに一般的に書くとす

れば、消費者の保護を図る活動というふうな抽象的、総括的な目的を記載するとい

うのは極めて普通にあることなんですけれども、12 ページで御指摘のように、被害

の防止とか苦情相談とかということになりますと、極めて具体的事例なわけです。

これを目的に書くというのは、余り例としてはないのではないか。むしろ、被害の

防止とか苦情相談というのを活動実績の中で検討素材にしようということであれば、

あり得ることだと思います。目的に記載するというのはいかがなものかと思います

し、そこのところは少し区別して整理する必要がありはしないかと思います。 

  それから、付言させていただきますけれども、２つ目に、16 ページに団体の規模

の件が出ておりまして、ここでは活動地域の範囲、それから、メンバーの人数につ

いてということだけなんですけれども、例えば、財団みたいな団体が適格団体にな

る可能性というのはあり得ないわけではないと思うわけです。そんな点では、人数

なり地域の範囲ということだけで規模なり何なりというふうなことが考えられると

いうことだけで足りるのかどうかというようなことは、これも検討の余地があるの

ではないかというふうに思います。 

  それから、最後３つ目の点ですが、20 ページの「（３）事業者等からの独立性」

という要件に絡むんですが、現実の消費者団体ということで言うと、例えば 14 ペ

ージの調査の結果などを見ましても、消費者団体の中では、この経済活動をやって

いる団体というのはかなりの範囲で存在しているわけです。 

  先ほど来、発言ありますように、消費者団体というのはなかなか財政基盤を持ち

得ないということから、こうした事業活動を伴いながら消費者活動をやっていると

いうのが極めて多く存在しています。それから、今後、団体訴権の適格団体という

ことを考えるとき、例えばヨーロッパなどの場合には、国の財政からの支援措置が

多額にされたりしているようですけれども、日本において、そういう多額な財政支

援ということが必ずしも考えられない。そんな意味では、適格団体が財政基盤をき

ちんと形成するというとき、一定、何らかの基盤をつくっていくことが必要になる。

そういうときに、事業者というふうに設定しますと、これはかなり広い範囲で対象
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になる可能性があって、冒頭、長野委員おっしゃっていたように、営利目的の事業

者とか、一定範囲をはっきりさせた決め方が必要なのではないかと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御発言はございますか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員  まず、16 ページの「（２）団体の規模」のところですけれども、会員

数だけで判断できるのかということがあります。今、インターネットの時代なので、

いろいろ苦情等の吸い上げ方には方法がある。これは例えばですが、８月にスター

トした政府の模倣品・海賊版対策総合窓口というのがございます。これはしっかり

したネットワークだと思うんですが、経済産業省に窓口をつくって、10 ぐらいの官

庁が連携してバックアップをする。問い合わせに対して 10 日以内に、親切、迅速、

適切な措置を取り、回答するというものなんです。 

  この運営の実態に着目したときに、現在検討している団体の中からこういうもの

が構成員が少ないということだけで漏れるともったいないという気がするのです。

問題は、先ほど小塚委員の方からあったように、有効適切に内部の統治が行われて

いるかどうか、この辺に帰着するのかなと思っております。こういう着眼点でも一

つ、検討が要るのではないかと思います。 

  それから、20 ページの「（３）事業者等からの独立性」であります。私どもは企

業にいまして独立性というときに、１つは連結決算のときにどこまでを連結対象に

するかということがあります。最近、実質的な支配力基準という要件が掲げられて

おります。こうした要素が一つ参考になるのではないか。 

  それから、もう一つ、別の観点からみますと、例えば証券取引所の上場基準がご

ざいます。これは株価をコントロールされてはならないという観点から独立性があ

るかというチェックがされております。こういった着眼点も一つ参考になるのでは

ないかと思います。 

  それから、21 ページの「（４）法人格の要否」のところですけれども、私は、法

人格があった方がいいと思います。急いで解決したい案件が多分多いと思うのです

が、そのときに、団体そのものが適格であるかどうかという議論から入るのでは、

そういう要請にそぐわない。従って、法人格を持つのがいいのではないか。わかり

やすいということです。 

  また、別の場面ですけれども、団体が警告という措置を取るのであれば、受け取

る側にとっては相手がだれかということがはっきりした方がいいというニーズがあ

ろうと思います。 

○山本委員長  ほかに、御発言ございますか。 

  それでは、角田委員からお願いします。 

○角田委員  ほかの委員の方々からも既にお話があったところですが、適格団体の
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要件、団体の目的等の①に「消費者の被害の防止及び救済のための苦情相談等が掲

げられており、かつ、実際にその活動を継続的に実施していること」が書かれてお

りますが、28 ページの人的基盤等のところでは、Bとして「団体が適確に差止請求

権を行使するためには、以下のような手順が必要と考えられる」とし、アとして「消

費者被害についての情報を収集する」となっていて、次にイとして「情報を分析し、

差止請求を行うか判断する」とし、次に「訴訟前に事業者と交渉する」という流れ

が書いてあります。後者の手順との関連でみても、必ずしも継続的に苦情相談をや

っていなくても、的確に情報が収集・分析等ができればいいのではないかと受け取

れます。後ろでこう書いていながら頭のところで苦情相談を継続的に実施している

というように厳しく書かれているのはバランスもよくなく、必ずしもそこまで要求

しなくても、実質的な活動の中で苦情相談、情報の的確な分析などができる能力が

あればいいのではないかと思います。適格団体の要件のところの(1)の①の書き方

は、消費生活センターのような業務をやっている消費者団体がイメージされてしま

いますが、消費者団体の現状から考えると、違和感がありますので、もう少し整理

していただけたらと思います。 

それから、先ほど高橋委員から、実際に活動をしている団体の苦情処理について

定款で書かれているデータについての発言がありましたが、私からは、19 ページの

消費者団体の活動地域別団体数のデータについてお願いがあります。非常に人数が

多い団体の内訳には、婦人会やＪＡなどが多いというような話も聞きます。先ほど

山本委員長から、現在ある団体としてどうするかということではなくて、これから

どうつくっていくかというふうなお話もありましたが、現実として、今ある消費者

団体が訴権を持っていきたいというところもけっこうあるといったことからすると、

データの内訳がある程度わかると、今後の議論の参考になるかと思います。 

  現実的に考えた場合、例えば実績を上げている団体や消費生活センター等におい

て、実質的にはどれぐらいの人数で消費者苦情相談の処理をやって、データをまと

めて発表しているかなどを考えますと、運営上それほどの人数は必ずしも必要ない

と思われます。利益代表性を考えても、実質的にどういう運営がされているかとい

うところで判断するということが非常に重要ではないかと思われます。 

  以上です。 

○山本委員長  それでは、ほかに御発言ございますか。 

  まず、岩佐委員からお願いします。 

○岩佐委員  今の最初の、先ほどのお話がずっとあります適格団体の要件のところ

なんですが、やはり私が考えるに、苦情相談ということで、常にというか、毎日と

いうわけではなく、例えば年に一遍の 110 番とかという形でも結構なんですが、そ

ういう形で情報収集をしている団体ということで、やはりあった方がいいと思いま

す。 
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  ただ、これが、先ほど品川委員がおっしゃったように、団体の目的に記載されて

いる必要があるかというと、それは必要なく、やはり、それは活動の実績というと

ころで判断させていただければいいと思います。 

  構成員のところなんですけれども、やはり地域の問題というのもありますので、

中央団体ということに限らず、地域の団体も含めていいとは思うんですが、やはり

実際問題、地域の方のものを見ると、20 人から 30 人ぐらいの消費者団体の方たち

というのは大変多く、その辺で構成員をある程度の数というふうに絞った方がいい

というのは考えられます。 

  法人格の方についても、先ほど齋藤委員がおっしゃったように、やはり法人格は

ある方がいいと思いますが、ただ、それも実際問題、民事訴訟法上、法人格がなく

ても可能ではあるわけですが、民事訴訟法上のそこで一度、裁判で時間がかかるよ

りは、やはり齋藤委員がおっしゃるように、法人格があるということで迅速な処理

をすることが必要だと思いますので、そういうことを言っております。 

  あと、33 ページの「（６）暴力団等の排除」ということで、先ほど長野委員が、

この記載は必要だということで確かに必要ではあるんですが、実際問題、暴力団と

いう言葉だけで行われるよりも、暴力団という名前は出さずにほとんどわからない

ような団体でなされていることというのが実際問題は大変多く、そういうところか

ら企業側も濫訴を防止したいというところがありますので、その辺は暴力団という

言葉でこういうふうに言いくるめてしまわないで、不当な団体とかそういう形で記

載された方がいいかなと思います。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに、御発言ございますか。 

  それでは、坂東委員、それから、次に鹿野委員、その次に寺田委員という順番で

お願いします。 

○坂東委員  既に御指摘があったとおりのことに賛成だという形で少し付け加えま

すが、やはり被害防止及び救済等の苦情相談活動については活動実績の判断でいく

べきだという点に私も賛成です。恐らく、14 ページの資料７の表も推測するに、そ

のような観点からまとめられた表ではないか、そのように思われます。それが第１

点です。 

  それから、新しい消費者団体がこの役割を果たしていくのか、それとも、従来の

消費者団体が役割を果たしていくのかという指摘は大変重要だと思いますが、団体

訴権という制度は、これも周知のとおり、消費者団体のさまざまな活動のうちの１

つであります。言わば、消費者団体が訴訟であるとか、交渉であるとか、そういっ

た観点から専門店を立ち上げるようなものだろうというふうに思います。だとしま

すと、その専門店に余りに大きな規模を求めることは現実的な話ではないだろうと

思います。 
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  したがいまして、これは前に戻ってしまいますが、果たして団体の規模というの

が消費者の利益代表性を徴表するものであるかという点にやや疑問があります。む

しろ、もし人数要件が必要だとすれば、例えば訴訟に関わったり、交渉をしている

消費者団体が突然なくなってしまっては困るわけですから、継続的に消費者団体と

して活動ができるという基盤の１つとして人数要件を考慮するということでは意味

があるかと思います。それをあえて先ほどのまとめに当てはめると、訴権行使基盤

に当たるのかもしれません。広い意味での、言わば人的基盤の概念の中に入るのか

もしれません。私自身、その整理が必ずしもできているわけではありませんが、ど

うも人数が消費者利益の代表性に直結するという議論では少なくともないと私は考

えております。 

  最後に、これは全体の議論になりますが、これらの要件は個別に議論すべきもの

ではなかろうと思います。 

  例えば、恐らく次に議論になる登録とか認定要件がそれなりに整備をされれば、

この中でクリアーできる問題は多々あるように思います。ですから、全体像を考え

た今、文章の整理を是非お願いしたいと思っております。 

  以上です。 

○山本委員長  それでは、先ほどのお約束で鹿野委員どうぞ。 

○鹿野委員  既に出されたご発言と重複するところもあるんですが、自分の意見と

して申し上げておきたいと思います。 

まず、総論的というか、全体的なことです。先ほどから、ここに掲げられている

要件が厳し過ぎるのではないかというご発言もありました。確かに、一方で現在の

状況を見据えてこの制度が実際に活用されるようなものにすることが大切だという

ことは言うまでもありません。制度はできたけれども、どこも訴権行使ができあい

ということでは、つくった意味がないわけですから、それはそのとおりだと思いま

す。 

しかしもう一方で、新しい制度をつくって、特別の権限を団体に与えるわけです

から、その制度に対する信頼性を確保することも重要だと思います。つまり、適切

な訴権行使が期待できる団体にのみそれを認めるということによってはじめて、こ

の制度が将来的にうまく機能していくことになるのではないかと思います。したが

って、どこの団体でも希望すれば認められるというような緩やかな要件は、あまり

よろしくはないのではないかと思っております。 

次に、個別的な問題について述べます。まず、これは既に何人もの委員がおっし

ゃったことですが、12 ページの適格団体の要件における苦情相談の位置づけは疑問

です。苦情相談は、これを目的に掲げていることを要件とするのではなく、活動実

績を見る場合の１つのメルクマールないしファクターとして考慮に入れれば充分な

のではないかと思います。 
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16 ページの団体の規模ですが、これは、先ほど勇み足で少し発言したところも関

連がありますが、既に何人かがおっしゃったように、会員数というより、適切に消

費者の利益を代表するということが重要で、団体の会員数として非常に大きな数字

を要件とすることは妥当ではないと思っております。 

たとえ、ある程度の小規模な、例えば、20 人程度、30 人程度の小規模な団体で

あっても、十分に専門性を備えて、適切に消費者の利益を代表するというものがで

きるかもしれませんし、その場合にはそれを認めてもいいのではないかと思ってい

ます。つまり、会員数と利益代表性というのは直結しないんじゃないかということ

です。 

もっとも、一方で、坂東委員もおっしゃったのですが、いわゆる訴権行使の基盤

という観点からは、余りにも少ない人数というのは妥当ではないでしょう。そうい

う意味では一定の人数は必要であろうとは考えております。 

それから、20 ページの事業者等からの独立性ということですけれども、例えば消

費者向けの雑誌を販売して、それによって利益を上げて、それを活動資金に充てる

ということも当然に考えられると思いますし、あるいはそれはあるべき方向の一つ

ではないかと思います。 

21 ページの「法人格の要件」についても、いろいろなお考えを拝聴しました。一

方で、先ほど坂東委員がおっしゃったように、事前の認可、認証、登録という制度

を取ることにすれば、どの団体が訴権行使ができるのかについての明確性が確保で

きますし、それによって、例えば入り口のところでの適格性審査で遅延するという

問題も解消される。そういう意味では、もし、一方で事前の審査がなされるのであ

れば、法人格を要件とすることは、この観点からは必要ないということにもなりそ

うに思われます。 

しかし、今後の法人法制一般の中で考えた場合には、今後、消費者団体において

法人格をまず取ってもらって、その中でも特に適格性が認められる団体に訴権行使

を適格団体として認める方向が望ましいのではないかと、私自身は考えております。

 従来は確かに、法人格を取得するための要件がかなり厳格だったということもあ

り、実際には、特に古くからある消費者団体については、法人格を持っていないと

ころが多かったようです。しかも、ＮＰＯ法など消費者団体に法人格が取得できる

ような法律が新たに制定された後でも、法人格を取得していない団体は多いようで

す。しかし、それは、特に法人格を取得することによるメリットはそれほどなかっ

たから、法人格を今すぐに取る必要性も感じられなかったからだと聞いており、逆

に必要性が生ずればこの状況は変わりうるのだと思います。そうであれば、現在に

おいて法人格を取得している団体が少ないからということは、それほど大きな妨げ

にはならず、むしろ法人格の取得が容易になった現在の法状況を前提とすれば、団

体訴権の適格団体について、法人格を有することを要件としても不都合はないので
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はないかと思います。 

ただ、この委員会には、団体の方も委員として参加していらっしゃいますので、

ほかに法人格を取るということにつき、将来的にも何か不都合な点があるというこ

とであれば、それをご指摘いただければと思います。 

28 ページの財政的基盤について、いろいろなご発言がありました。たしかに現状

を考えると、この点につき余り大きなものを期待するということは出来ないのかも

しれません。ただ、下に「組織運営体制の透明性」と書いてあるのと同じように、

財政的にも透明性が確保されているということは最低限必要なのではないかと考え

ております。 

以上です。 

○寺田委員  ただいまの鹿野委員が最初におっしゃった制度を混乱なく運用してい

くというところをまず重点的に考えるべきじゃないかという総論の部分については、

私も基本的には賛成でございます。 

  そういった点に加えまして、これは新しい制度が導入されるわけですので、こう

いう新制度を前提にして消費者団体もいろいろな動きをしていくということも予想

されますし、事業者の中にもこういった制度を前提にして会社の態勢を立て直さな

くてはいけない、むしろ積極的にこういった制度を活用していこうという新しい動

きというのも十分想定されるわけです。 

  そういったことを考えますと、現状を前提にして制度をつくるという観点も非常

に重要なんですけれども、制度が世の中に及ぼす新しい動きを少し先回りして、そ

の結果として無用な混乱とか、全く想定しなかったような事態が発生することによ

って、制度そのものが大混乱になるということを未然に防止するという観点も非常

に重要だと思っております。そういったことで事務局の方でまとめられた基本的な

方向は、恐らくそういった点も考慮に入れて、かなり多面的に勉強していただいて

いると思いますし、示唆されているという方向については、基本的には異論はござ

いませんけれども、２点だけコメントさせていただきます。 

  １つは、消費者団体の要件として、非営利団体であるということ、これはやはり

１つの重要な要素ではないかと思っております。やはり営利を目的とした団体は消

費者全体の利益のために活動しているとは言えないということは、一般論としては

そのとおりなんですけれども、例えば苦情相談とか消費者救済ということ自体が、

表向きそういった言葉が掲げられていても、それが営利活動自体を訴権ということ

がバックグラウンドにあるとすれば、そういったようなことをする団体が出てくる

可能性も排除できないのではないかということもございます。 

  また、事業者、企業がお抱えの消費者団体をつくって、競争相手を排除するとい

った動き、これは事業者との関係を隔絶するという意味で必要なことだと思います

けれども、基本的にはそういった点全部を引っくるめまして、やはり非営利団体で
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あるという要件は非常に重要な条件なのではないかということだと思います。 

  また、法人格についても、いろいろ議論がございましたけれども、この後議論に

なります適格団体をどういう形で認定をするのか、あるいは公示するのかというこ

とにつきましても、やはりきちっとした認定、及びそれが対外的に公になっている、

その団体そのものの所在なり責任関係、そういったものが明確になっているという

ことが制度な円滑な運用のために必要なことだと思いますし、冒頭申し上げたよう

に、消費者団体自体ももしこれが要件になれば、それに対応した動きというのも、

十分期待できますし、また、ＮＰＯ法人なども非常に簡単に設立できるという状況

になっています。 

  ドイツ、フランス、オランダも法人格を条件にしているというふうに理解してお

りますけれども、違っていましたら申し訳ございませんけれども、事実上、法人格

のないような団体が適格団体とされている事例というのは、欧米の例で余りないの

ではないかと私ども理解しているんですけれども、そういった意味で制度の円滑な

運用のために法人格というのを是非求めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○小塚委員  先ほどから資料のいろいろな点が少し厳しいのではないかという意見

が何人かの方からありまして、一面では私もお聞きしながらなるほどと思った点が

少なくないんですが、他面ではこちらの資料に掲げられたいろんな要件は甘いとい

うところもあるのではないか。甘いと言っては失礼ですが、厳しさを欠く所がある

のではないか。それは先ほど総論のところで私申し上げたガバナンスのメカニズム

という視点が非常に部分的にしか出ていないということでございます。 

  少し回り道をしまして、先ほどから営利・非営利というようなお話が出ているの

ですが、実は大変逆説的ではありますが、非営利団体の方がガバナンスの問題とい

うのは、実は大きいのです。つまり、営利団体というのは、しょせん営利という目

的がありまして、株式会社であれば株主の利益を大きくしないといけませんから、

最終的に利益を上げられない経営者は株主によってコントロールされる、首を切ら

れるという力が働きます。 

  ところが、非営利団体というのは、そういうものがありませんので、ある意味で

はそこに緩みが生じやすい。そこにつけ込んで運営する人が私をするということも

十分にあるわけです。 

  事業から団体自体が利益を上げていないとしても、例えば運営に関与するような

方が多額の報酬を得るという形は十分あります。勿論、ここにいらっしゃるような

皆さんが関与している団体はないと思いますが、そういうことも我々は考えなけれ

ばいけないだろうと思います。 

  そういうことから考えますと、やはり組織のガバナンスという観点を忘れてはい

けない。それはキャッチフレーズ的に言えば、私は２つだと思っています。 
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  １つは、アカウンタビリティーということであり、もう一つディスクロージャー

ということである。ディスクロージャーの方は鹿野先生から既に御指摘がありまし

た。 

  アカウンタビリティーということは、言わば株主に当たるような人がコントロー

ルをするという形がなかなか難しいので、そうすると、外部からの外部監査、会計

監査を含めた外部監査と、その結果はディスクロージャーにつながりますが、各年、

対外的にちゃんと公表できるということは、こういう責任ある行動を取る団体とし

ては要求されてくるのではないかと思います。 

  そういう意味では、いろいろなところに門戸を広げていくということでしたら、

同時にそちらの方をきちんとしていくということもお考えいただきたい。 

  もう一つですが、そういう一般的な問題とは別に、上原先生の御発言にもあった

と思いますが、個別の事案の中で、一般的には適切な団体であるとしても、個別の

事案の中で適切な代表ではないという場合はあり得ると思います。例えば先ほどど

なたかの例にありました消費者向けの出版物を刊行している。これは消費者団体と

して非常に自然な活動だと思いますが、それが言わばライバルになる、別の出版物

の出版社との関係で何か訴訟をするという場合には、それはやはり一種の事業者間

の争いであって、消費者全体の利益を適切に代表していると言えない場面もあるの

で、そうしますと、個別の事案における判断というものをカットするわけにはいか

ないように思います。それは次の論点に係るかもしれませんので、この程度にさせ

ていただきます。 

○山本委員長  それでは第２のパートにつきましては、大村委員の発言を最後にさ

せていただきます。 

○大村委員  実は小塚委員の２点が全然議論に乗っていなかったから、是非言いた

かったのですが、まさに直前に小塚委員から御指摘いただきました。例えば資料 3

2 ページの公益法人について監事というのは任意の機関となっており、監査という

のが必須にされていない。ましてや社内監査というのがないという点がありまして、

透明性が欠け、その企業が特定の消費者団体が来たときに、その消費者団体が言っ

ていることは本当に消費者全体のことを体現しているんだろうかと思ったときに、

その消費者団体の活動の検証がなかなかしづらいとか、こういう問題が現状でもあ

るので、やはりこの辺のことについて、新しい制度で、新しい権利を与えるわけで

すから、是非検討していただきたい。 

  それから、20 ページにあります事業者からの独立ということについて、資金を得

るためにビジネスをせざるを得ないんだと、事業者から独立するどころか自ら事業

活動をしている、それも容認して当然だという意見、それは現状を前提にしての確

かにそういうお話かもわからないんですが、この問題は看過できない。 

  なぜかというと、個別取引で自らやっている取引に関連して、ほかの企業を訴え
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るとか、差し止めするとかいった行為は一応論理的に可能になってしまうとすると、

実際は事前にお話し合いになるわけですけれども、競合事業をやっている消費者団

体と企業が事前にお話ししたら独禁法違反じゃないですか。話し合うこと自体が問

題ではないかというのが、当然企業の中できちんと法務部があれば、そういうアド

バイスをして、全然ファンクションしないわけです。 

  したがって、この問題は看過できない。何らかの方法できちんと処理する必要が

ある。したがって、フランスでも、これは事業者からの独立とされていないので、

あらゆる事業者活動から独立と言って非常に厳格にして、この点について疑義が生

じないようにしてとりあえずスタートしているわけでございまして、こういう先進

国の問題意識というのをきちんと把握していい制度設計をしていただきたい。 

  以上です。 

○山本委員長  どうもいろいろ貴重な御意見をいただきまして、ありがとうござい

ました。時間の都合もございますので、本日御議論いただく事項の３つ目、事務局

の資料中、「３．適格要件への適合性判断」に関しまして、御審議をいただきたい

と思います。それでは、御発言を希望の委員、よろしくお願いします。 

○長野委員  ３．適格要件への適合性判断の「適格要件への適合性を判断する主体

（その１）・（その２）」のところについてでありますが、登録等の制度のメリッ

トがここに書かれておりますが、こういったメリットを考えると、行政が適格性を

判断する制度は設けるべきであると考えております。しかしながら、行政による統

制といったものにつながる可能性があります。それをよしとしない団体で訴権を行

使する団体も十分現状では考えられると思います。 

  また、裁判所での審理の方が実質的な判断は可能だと思います。ですから、登録

認可等をしなくても、裁判所で要件が認められれば、訴訟提起が許される制度とす

べきであると考えております。 

  裁判所での判断は実際は書証の提出で足りることが多いと思われますし、要する

としても、せいぜい証人尋問が１回程度行われるだけで、判断は恐らく可能であろ

うと思います。どういった活動をしていたかのことですので、その程度の審理にな

ると思われますので、それほど審理に影響を与えるわけでもないし、混乱もないと

考えられます。 

  訴訟前交渉においても、訴権団体の要件該当性を訴訟外で、書面で事業者に対し

て提示して、証明するようにすれば混乱は特に考えられないのではないかと思いま

す。 

  また、行政の審査では、消費者のための活動を行っているかどうか等の審査がな

されるでありますでしょうから、その審査を経て登録された団体については、訴訟

においては適格団体の推定を受ける。反証は許すけれども、反証がない限りは適格

団体として認定をされるという推定を受けるという効果を与えるべきだと思います。 
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  次に「（３）適格要件への適合性を判断する方法」についてですけれども、先ほ

ど申し上げたように、適格要件の存否を最終的に裁判所が判断するということにし

ますと、行政の審査の裁量の範囲は、比較的小さくするべきであろうと思います。

ただ、実際に消費者のための活動を行っているかどうかという要件が当然前提にな

りますから、その要件判断のためには、実際に活動を行っているかどうか、報告書

の提出であるとか、活動に使用したものとか、パンフレットとか、そういったもの

の提出、ヒアリング等を行うなどの実質的な判断はなされるべきであろうと思いま

す。 

  「事後的担保措置」については、事後的担保措置の登録制度をつくった上で講じ

ることについては賛成です。 

  以上です。 

○山本委員長  ほかに御発言ございますか。 

○川本委員  １番の論点は、適格団体だけか、裁判所の判断を通じてそれ以外の団

体もできるかということなんですけれども、この資料 24 に３つの国が出ています

けれども、これは基本的に認定して、その団体が団体訴訟をするということで、今

の長野委員のお話を伺っていると、日本の場合には認定されていない団体、あるい

はそういう法人格なき社団のようなところがたくさんまだまだ訴訟の主体となる土

壌があるということで、特に重要視されているようですが、諸外国ではそういう問

題がどうもこの資料ではなさそうな気がするんですけれども、事実関係として、諸

外国ではそういう問題がなくて、適格要件を定めて、その団体にやっているのに、

日本においてはそれではうまくいきそうにない、というところがちょっとまだ十分

理解できません。もし、何かその点について、もう少し情報等があれば教えていた

だきたい。 

  私自身は、あらかじめそういう要件に合致する団体を適格団体としてやっていっ

た方が、訴訟だけではなくて、この資料 25 にもありますように、企業の問題のあ

る勧誘とか、約款とか、そういうもので改善する点があった場合には、事前にいろ

いろ要請して、そして訴訟に至る前に解決していくということも重要なファクター

だと思うんですけれども、そういうことを考えると、ある程度きちっとした団体と

いうか、そういうところからそういう要請があるということの方が、企業の勧誘等

を改善していくのにやりやすくて、効果的ではないかという印象を持っているんで

すけれども、そこが今の長野委員のお話でもちょっとわからないところがあります。 

○山本委員長  ほかに御発言ございますか。 

○小塚委員  今、川本理事がおっしゃった点、私もそのとおりだと思いまして、す

べての案件が裁判になるわけではありませんので、裁判所だけで判断するというこ

とは、なかなかワークさせるのが大変なのではないかと考えます。そういう意味で

は、要件を定めて、そして先ほど申し上げましたようなガバナンスの仕組みなどと
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いうのは、行政による定型的なモニターに適する要件ですから、そういうものをき

ちんと定め認可等にかからしめる。 

  同時に、先ほど来、申し上げていますように、本来は適切な団体であっても、た

またま個別の案件との関係では不適当であるという場合はあり得るので、そうしま

すと、個別の事案において裁判所の判断が入る余地というのも、同時に出てくる。

審査する対象が少し違うのだと思いますが、そういう意味では二段階、それぞれ役

割があるということではないかと理解しております。 

○山本委員長  ほかに御発言ございますか。 

○鹿野委員  私も事前に審査をすることに賛成でありまして、39 ページにも書いて

あるように、裁判所でも判断するという抜け道をつくるということには反対です。 

事前に審査を経た団体という理由は、36 ページのところに書いてあるので繰り返

しませんが、一方で裁判所においても個別に適格性が審査されることを許すとする

と、結局、事前審査制度のメリットが大幅にそがれることになります。すでに、他

の委員がおっしゃったように、実際には訴権行使ができるということを背景に訴訟

になる前に個別交渉によって解決が図られる場合が多くなると思いますが、素性が

わからない団体から事前交渉が持ちかけられるということになると、団体訴訟制度

をつくり団体に武器を与えたことによって、逆にそれを悪用する動きを促すことに

もなりかねないと思います。そのようなことを考えますと、事前に審査を受けて適

格団体として認められてもよいし、裁判所に審査してもらって適格性を認めてもら

ってもいいというようなやり方ではなく、事前の審査一本にするべきだと思います。 

また、小塚委員がおっしゃったように、一般的な適格性はある団体だけれども、

個別の訴訟の対象との関連で、この訴訟については認められないような判断もあり

得るとは思いますけれども、それは適格性とは別の問題として整理できるのではな

いかと思います。 

○三木委員  私も結論的には行政の事前の認定というものが必要であり、それとは

別に訴訟で個別認定するという、鹿野委員は抜け道とおっしゃいましたけれども、

そういう制度は設けるべきではないと思います。 

  理由は繰り返しになる面もありますが、１つは、訴訟外での事前の交渉や警告活

動という面の比重が高いと思いますが、その際には、事前の認定がないと、事業者

の側でも対応が困難であるだろうと思います。 

  ２つ目は、消費者のサイドからしても、これは資料にも書かれていることですが、

訴権を持っている消費者団体に情報を提供したいと思っても、どの団体に提供して

いいかわからない。あるいは場合によっては情報を提供した団体が情報収集だけを

して、訴訟は提起できないという状態になるようなことがあっては望ましくないと

いうことがあります。 

  更に３つ目としましては、訴訟法の観点から、この制度を考えてみましても、御
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案内のように、民事訴訟の原則というのは、権利や利益の主体が原告になって訴え

を起こすということでありまして、それに対して団体訴訟というのは、自ら権利や

利益の主体でないものが訴えを起こせるという訴訟法的には極めて異例な制度とい

うことになります。 

  したがって、これは特に公益目的から創設するという制度ですから、訴権の創設

というのが当該訴訟の内部で認定されるというのは、やや違和感がありまして、訴

訟外で創設された権利を持って裁判所に出向いて訴訟活動を行うというのが筋とし

てはなじみやすいのではないかというふうに思います。 

  若干この前の２つ目の論点に立ち返る面があるんですけれども、関連するという

ことで申し上げたいと思います。 

  先ほどの議論の際に法人格の要否という問題があって、今議論している認定の方

法と関連するという議論がございました。関連する面があることは確かですが、私

はこの認定の仕方が行政による事前の認定であったとしても、法人格は別途必要で

はないかと思います。と申しますのは、事前の認定というのは、訴えの提起の段階

で意味を持ってきますが、法人格のあるなしは、訴えの提起の段階だけにかかわら

ず、判決の効果の帰属であるとか、あるいは訴訟費用の負担といった面でも意味を

持ってきます。法人格のない団体が訴訟主体になりますと、こうした面でも非常に

不安定な面がたくさん出てきまして、制度としては、やはり望ましくないのではな

いかと思います。 

  もともと法人格のない団体が原告適格を持つというのは、我が国固有の制度で比

較法的にも極めて珍しく、訴えを起こす主体というのが法的な人格を持つというの

は１つの原則ですから、そこはこの認定方法をどう考えるにせよ、別途必要な要件

ではないかと思っております。 

  以上です。 

○山本委員長  確認ですが、前回の議論で、この団体訴権については、差止請求権

は消費者団体自体に実体権として与えるという方向が出ております。消費者団体が

自分の持っている権利を訴訟で行使するのであって、その権利のずれはないわけで

す。先ほど権利主体と訴訟主体が分かれるとおっしゃいましたが、そうではなくて、

そこは一致している。ただ、利益の帰属が恐らく問題になるだろうと。そういう趣

旨に伺わせていただければと思います。 

  それから、先ほど来、何人かの委員から御発言がございますが、適格団体の認定

の問題と、訴訟要件として個別に裁判所が判断する部分が両方あるだろうという御

意見を多くの委員から伺っております。その場合に、１つ考えなければいけないの

は、行政が事前に認定するという制度を設けた場合に、事後に認定要件が欠けた場

合、事業者は個別に訴訟で適格性がないということを争うことができるのか。そし

て、それを裁判所が判断することができるのかという論点があると思います。 
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  その場合に、裁判所が判断することはできないので、それはやはりもう一回行政

庁に判断してくれと差し戻す、その間、訴訟はストップするという制度にするのか。

適格性の認定、これは先ほどから出ております個別の事案における訴訟要件の判断

の問題とは別の問題ですが、この適格性要件の事後における欠如の問題を裁判所が

当該訴訟において判断できるのかという問題もあると思います。その辺は事前認定

制を採用する場合には、何らかの手当を考えておかなければいけない問題だと思い

ますので、資料には含まれておりませんが、そういった点も含めて更に御意見をい

ただければと思います。 

○上原委員  私も今、三木委員が発言された内容に基本的に賛成したいと思います。

行政による事前の訴権の適格の認定という仕組みを貫いた方がいいと思います。 

  その理由は既に三木委員、あるいは鹿野委員から十分尽くされておりますが、基

本的に言えば新しい制度でありまして、その権利、実体権がだれにあるかという法

律構成の問題はありますが、いずれにせよある意味で従来の考え方からすれば、人

工的、人為的な訴権を認めるということは確かでありますから、そのような制度を

スムーズに導入し、また、信頼を勝ち得るという目的からは適格団体を事前に明確

にするという必要はあるかと思います。 

  それを前提としまして、今後の議論としましては、適格団体の行政における認定

の仕方、あるいは今委員長が発言されたような事後的ないろいろな変動に対してそ

れをどう処理するかという手続的な仕組みを考えるということが重要であると思い

ます。 

  また、２番目の論点に戻るわけですが、本日の議論では、非常に多面的な、いろ

いろな考えられる要素を、ある意味で並列的に並べて、要件として考えられるので

はないか、という問題提起をしているわけです。その中で重要なもの、あるいは絶

対に必要なもの、あるいは幾つかの要素を組み合わせて総合的に判断すべきもの、

いろいろあると思うんですが、それを整理していって、認定の手続との関係で、一

般条項だけではうまくないわけですから、どの程度具体化して要件を構成し、また

うまく適切な団体が認定を受けられるようにするか、その辺りを今後議論する必要

があるのではないかと思います。 

○品川委員  １つは、事前に行政による適格団体の認定を基本にしようという骨子

については私も賛成であります。ただ、実際に消費者団体と申しますのは、そのす

べてが団体訴権の行使を想定した団体とは限らないわけでありまして、消費者団体

の活動というのはかなり幅広くあるわけです。 

  かつ消費者団体ではないＮＰＯが、例えば福祉助け合い活動ということをやって

いる。高齢者のいろいろな相談活動をやっている中で、高齢者を対象とした不当な

契約約款が活用されているような事例にぶつかっていく、こんなこともしばしばあ

るわけです。 
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  そういう事例にぶつかったときに、事前の登録は得ていないけれども、なるべく

早急に団体訴権を行使してでも、その約款については差し止める必要があるという

問題が出てくる可能性はいろいろあり得ると思うんです。 

  あるいは、マンションを借りている人たちのいろんな集まりだとか、各種個別テ

ーマの活動というのがあって、そういうところから出てくる団体訴権活用の必要性

が閉ざされてはいかがなものかと思います。そんな点では登録団体ではないが、裁

判所で人格なき社団という認定がされるならば裁判当事者にもなれるような道は残

されていていいのではないかというのが１つです。 

  もう一つは、42 ページに「事後的担保措置」ということで、適格団体の更新制と

いうことを含めた検討があるわけですけれども、更新制ということは必要だと思い

ますが、更新の基準等をどうするかというのは、更に慎重に検討する必要があるだ

ろう。 

  例えば３つ目の点で、訴権行使の内容を示した事業報告書の提出などということ

があるわけですけれども、諸外国の例を伺うと、登録はしている団体がかなり多数

に上るんだが、実際に訴権を行使している団体というのはその中でごく一部だとい

う実態の国などもあるわけです。そうすると、訴権自体を一定期間行使していない

と、登録の更新対象にならないかのような運用だけでもいかがなものかという感じ

もします。この点で団体自体が過度に行政の管理・監督が行き過ぎることも問題と

して生じる可能性がある。 

  御指摘がありますように、団体自体のガバナンスについて、きちんとされている

必要があるという、そのこと自体、私も必要だと思いますが、ガバナンスというこ

と、運営の透明性を確保するということの必要性、そのことは認めつつも、それが

行政によりチェックだけで行われるのかどうかということについては、慎重に検討

する必要があると思います。 

○山本委員長  この部分は適格団体の認定を行政が行うか、裁判所が行うかという

仕分けでつくられております。何か行政が行政がというトーンが出ておりますが、

それはそうではなく、何も行政が消費者団体の格付けをしたりとか、そういう色彩

は一切ないというふうに私は理解しております。 

  品川委員がおっしゃった最初の点は、非常に重要な問題を提起されたと思うんで

す。今、認定のことと関わっておっしゃった福祉団体の問題ですね。それと同時に

適格団体の要件として、いわゆる百貨店的な消費者団体、あらゆる問題について幅

広く消費者の啓発、助言を目的とするという形で定款に記載しているところだけ、

そういう百貨店的なところだけを念頭に置くのか、それとも得意分野があって、福

祉の分野については、自分たちは活動実績もあるし、知見もあるのでやりたいと。

そういう形の言わば専門店方式の要件も認めるのか。 

  つまり、そういう分野に限って、あるいは金融の分野については我々は得意であ
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るという専門店方式も認めるのかという問題提起としても伺わせていただきました。

今後またそういった点も検討する機会が持てればと思います。 

  それではほかに御発言ございますか。 

○高橋委員  行政の事前認定制を採用するという方向性については、おおむね賛成

なんですけれども、それが制度の安定性のために必要というところに余りに力が入

り過ぎているという点にやや違和感を感じております。 

  私自身は、この制度をワークするために必要ということで言えば、実は論点２の

ところで時間切れで発言できなかったんですけれども、28 ページの論点２の（５）

のところに戻っていただきまして、右側に資料 19 というところで差止請求権行使

に要する手続明示というのがあるんですけれども、ここが適格消費者団体と消費者

と事業者と、この関係でできているんですけれども、私は事前認定制を入れるので

あれば、ここに行政がどう絡むのかというような図式もあるのではないかと思って

おります。 

  それはどういうことかと言いますと、この１の情報収集、２の情報分析に関して、

その適格消費者団体が消費者被害窓口を設置したり、自ら調査をしたり、消費者の

方から情報をもらうと。それは当然なんですが、それだけでいいのかという問題と、

２の情報分析をするときに、実情を分析して、訴訟前の交渉や差止請求を事業者に

対して行うかどうかを判断するにおいては、行政からの情報というのは実は大事で

ございまして、国民生活センターであるとか、地方のセンターであるとか、そうい

う情報がないと適格な判断ができないと思いますので、適格かどうかという事前認

定制を入れる以上は、それを付与した団体に関しては、勿論、ガバナンスの問題も

きちんと見てやるんでしょうけれども、守秘義務を課することもあると思うんです

けれども、当然ながら何から情報提供があると考えないと、この手続自体がワーク

しないとも思えるんです。 

  ですから、認定制を入れるのはいいけれども、行政に関しての部分なんですが、

今までも国民生活センター等々の情報は法的根拠がないと出さないという形になっ

ていたんですが、基本法の方で、まさに消費者団体が団体訴権を行使するというこ

とが前提になっているわけですから、条文の工夫なりをして、そこを入れていただ

くということが私は重要だと思っております。 

  以上です。 

○山本委員長  高橋委員がおっしゃっているのは、例えば認定された団体にはＰＩ

Ｏ－ＮＥＴのデータは全部出すというイメージですか。 

○高橋委員  全部というところまでは言いませんけれども、必要に応じて出してい

ただくということも逆に条件としてお願いしたいということです。 

○山本委員長  わかりました。ほかに御発言ございますか。では、齊藤委員。 

○齊藤委員  これはコメントです。38 ページの資料 25 に消費者団体の活用状況と
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いうことで、警告手続、訴訟提起とあります。これは後日議論されることになるの

かもしれませんけれども、この警告というもののイメージが皆さん多分異なるので

はないかということを、後日のために指摘しておきます。 

  警告が公表されるかされないかというところで大きな違いがあります。一定範囲

で公表された場合には営業活動が何らかの形で規制されるということになろうかと

思います。 

  企業側としては、規制されたことを直ちに回復するという手がかりはほとんどな

いという状況になると思います。私は公表を認めず、個別の企業に対する警告とい

うか、通知に限るべきだと考えているわけです。 

  ちなみに現在、独禁法改正作業が行われておりますけれども、この論点の１つに

警告があります。公正取引委員会のとる措置で排除勧告には至らないけれども、そ

の前の段階に警告がある。これは公取委が公表するんですけれども、抗弁のチャン

スもなければ、失われた損失を回復する手がかりもない。そこで経済団体ではこれ

を改めて欲しいという要請を今しているところです。これと類似の状況が生じない

ように、今後の議論の中で配慮していただきたいと思います。 

○三木委員  若干細かいことになるかもしれませんが、２点ほど申し上げたいと思

います。１つは、先ほどから行政による認定という言い方をして、私自身もそうい

う表現を使ったんですけれども、仮にそういうことになった場合の中身については、

私個人のイメージとしては、一種の第三者委員会的なものが認定をするということ

も考えるべきではないかと思います。消費者団体の中には、他方で行政に対して煙

ったい活動をしているとかそういうこともあるかもしませんので、そこは行政によ

る認定という言葉の中身はさらに詰める必要があろうと思います。 

  ２点目ですが、上原委員が、例えば消費者団体がある特定の地域のみに関わるも

のである場合に、そことは関係ないような訴訟を起こした場合には、それは訴訟の

中で訴えの訴訟の要件として排除するようなこともあり得るということをおっしゃ

いました。 

  あるいは山本委員長からブティック型の団体を認定するという可能性もある。そ

の場合に、その団体の目的と関係のない事件について訴えを起こした場合という問

題があり得るわけです。 

  上原委員の問題意識それ自体は十分理解しますし、また共有しますが、そのよう

なことになった場合に、果たして訴えの利益というような現在ある訴訟要件で、そ

れが排除できるかどうかというのは、やや難しい面もあろうかと考えております。 

  と申しますのは、団体訴権というものができた場合に、団体の利益をどうとらえ

るかですけれども、それは団体の固有権として法的には構成するとしても、実際の

利益というのは勿論、団体それ自体の利益ではなくて、広い消費者一般の利益です

から、それを図るという目的がある以上、なかなか訴えの利益として排除できない
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という議論も十分あり得るわけです。 

  したがって、そういう問題があるということであるとすれば、大きく２つの対応

というものを踏まえておかなければいけない。 

  １つは、そうした狭い利益を代表する団体というものを認めないというか、団体

の適格要件としてかなり一般的、総合的な団体を認可するという方向が１つ。 

  他方、そうでないのであれば、制度の中でそうした団体の目的や任務を超えた訴

訟を排除できる仕組みというのを創設的につくらなければいけないということも検

討しなければいけないと考えます。 

○山本委員長  ほかに御意見ございますか。 

○鹿野委員  先ほどの百貨店かブティックかということについては、また後日議論

する機会があるのかもしれませんが、私としては、ブティック的なものも場合によ

っては認めてもいいのではないかと思っています。消費者問題といっても多用なも

のがありますので、ある分野の消費者問題には活発に活動してきたし、それについ

ての情報も収集しているというところがあった場合に、活動分野が限られているか

ら適格性は認められない、とすべきではないでしょう。むしろ、その分野について

は消費者の共同の利益を代表し得ると認められるのですから、その範囲で認めても

いいのではないかと思います。 

その場合に、その限られた活動以外の分野まで含めて、すべて訴権の行使を認め

ていいのかというと、それは余り適切ではないこともあるでしょう。そこで、訴権

を認めるときに、およそ一般的に訴権が認められる団体と、ブティック的にある特

定の問題についてのみ訴権が認められる団体とがあってもよろしいのではないかと

思います。 

それから、これも三木委員からご指摘のあったところですが、行政による事前の

審査、ないし認定ということに関しては、勿論言うまでもなく公平性が保たれてい

るということが重要ですから、人的な構成について公平が保たれるようにするべき

だろうと思いますし、また、審査結果の理由についても、明確にされるような仕組

みを設けることが必要だと思います。 

○山本委員長  ほかに御発言ございますか。 

○岩佐委員  皆様が触れていらっしゃらなかったのは適格要件の適合性を判断する

方法という部分の 40 ページですけれども、先ほど山本委員長もおっしゃったよう

に、この団体訴権というのは、今後の消費者団体の活動の１つの方向性が、今まで

と違った方向性を示していくものではないかと思うんです。そのときの透明性とい

うところがあるんですけれども、先ほどから何度も話に出ていました団体の活動の

中に苦情相談を入れるか入れないかということもいろいろあったと思いますが、ポ

ツの２つ目のところの「団体の実態・実情に踏み込んで判断すべき」というところ

が、実際問題、現状ではなかなかワークしないという部分もこの消費者団体訴訟制
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度がワークしないという部分もありますので、この団体の実態・実情に踏み込んで

判断すべきというところを、やはり今後大きく判断基準の中に取り上げていかなく

てはいけないのではないか。勿論、透明性ということも大きく踏まえてですけれど

も、そこのところはよく今後の認定の方法の中に入れていくべきことだと思います。 

○坂東委員  ブティック型というか、専門店と言うか、いろんな言い方があると思

いますが、団体訴権で取り扱うテーマが、専門的な法律的知識が必要だということ

を考えますと、むしろ専門店型の方に積極的な訴権の行使を認める制度枠組みでな

いと機能していかないだろうと現実に思います。 

  したがいまして、その次に何が来るかというと、あなたのところはこの領域だけ

ですよということを行政の認定基準の中で本当に判断できるのかという問題があり

ます。先ほど外国の例もありましたが、その場合にはむしろ一般的に訴権団体と認

定して、現実にそこが機能するのはどこか。場合によっては、先ほど三木先生から

難しいというお話もありましたが、裁判制度の中でそれを検討すべきであるのかも

しれません。実際の消費者団体の運動内容について、行政といっても非常にいろん

な関与の仕方があるということは重々承知の上で、今あなたがやっている活動をこ

の範囲ですかよと果たして確定できるのかどうかというのは、やや注意を要する議

論かなという気が私自身はしております。 

  したがいまして、むしろ専門店型、ブティック型の消費者団体には、一般的な訴

権を認定するというところが恐らく行政の認定に関わる部分では基本的なスンタス

であるべきだ。その上でどういう対応が考えられるかというふうな議論をした方が

私は妥当だと考えています。 

○山本委員長  どうも大変御熱心に御討議いただきまして、ありがとうございまし

た。 

  まだまだ御意見がおありの委員、いらっしゃると思いますが、そろそろ時間もま

いりました。 

  本日は、適格要件の在り方について、種々の御意見をいただたわけですが、大ま

かな方向性として、第１に適格団体の要件につきまして、事務局から提示されまし

た３つの観点、すなわち消費者利益代表性、訴権行使基盤、弊害排除を基本とし、

本日いただきました御意見を踏まえつつ、個別要件を整理していくという方向でよ

ろしいかどうか、お諮りしたいと思います。 

  勿論、個別の問題として、例えば、12 ページに掲げられております、消費者利益

代表性の判断基準として、団体目的に苦情相談というところまで書き込むことが必

要かどうかについては、そこまでは必要ではないのではないかという意見が、かな

り有力に主張されたところであります。 

  その他、いろいろ個別の御議論がありましたが、大まかな方向性として、そうい

うことで御了承いただけるかどうかが第１点。 
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  第２点といたしまして、適格要件をだれがどのように判断するかという点につき

ましては、それは最終的には裁判所が判断するべきである。行政の認定は、あくま

でも推定効にとどめるべきで、最終的に裁判所が判断すべきであるという御意見も

強く主張されたところでございます。 

  しかし、広範なマジョリティーとしては、当委員会の意見としては、それは行政

が判断するということではなかったかと思います。そのようなまとめでよろしいか

どうか。その上で、しかし、例えば、専門店方式を認めるかどうか、そういう専門

店的な消費者団体について、どこまで実体権を与えるか、それを裁判所の判断とど

ういうふうに仕分けをしていくか。裁判所の判断領域が広くなりますと、また事前

認定の意味が薄れてくるという、いろんな連立方程式で難しい問題があるというこ

とが、本日の審議の中で浮かび上がってきたかというふうに思います。 

  いずれにいたしましても、先ほどのような２点ですね。適格団体の要件につきま

して、前述のような３つの視点を基本として、個別要件を今後整理していく。 

  第２として、適格要件の判断主体としては、行政が基本的にあらかじめ判断する

ということで、本日の審議をとりまとめてよろしいかどうか、お諮りしたいと思い

ます。 

  いかがでしょうか。 

                            （「異議なし」と声あり） 

○山本委員長  それでは、異議なしと認めさせていただきます。 

  品川委員、どうぞ。 

○品川委員  今、委員長がおまとめになった内容については、異議ございませんの

で、そういうことで次につなげていただければと思います。直接今日の議題との関

係ではないのですけれども、この間、かなり精力的にこの会議で検討してきており

まして、この後、年内のいろんな計画も入っているわけですけれども、いずれにし

ても、日本の世の中で消費者団体をこういうシステムの中にきちんと位置づけた制

度というのは、全く初めてでして、そういう意味ではこういう形が定着できるかど

うかというのは、今後の消費者行政の中でも意味は大きい。そんな点では、できる

だけ早くこうした制度をスタートさせて、国民の中にも定着していくということが、

大変重要なことだと思っています。是非来年の通常国会に法案の提出ができるよう

に、引き続き努力していただけるようにお願いしたいと思います。 

○山本委員長  ありがとうございました。 

  その立法のスケジュール等につきまして、事務局から何かアナウンスがあります

か。 

○服部消費者企画課長  法案の提出時期につきましては、これまでも何度かお答え

させていただいているとおり、当委員会のとりまとめの内容・熟度など、こういっ

たものを踏まえて検討することとしたいと考えております。来年の通常国会に提出
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することを前提としているわけでは、必ずしもございません。 

  なお、若干付言いたしますと、法制化の時期に関連して、現時点で考慮しなけれ

ばならない点として、おおむね３点ぐらいあると思っております。 

  第１は、当検討委員会の審議の進捗状況に関してということでございます。８月

以降、訴権の対象、適格団体の要件など、主要な論点について、精力的に御審議し

ていただいているところでございますが、今後、10 月にかけて、主要な論点につい

て、ひとわたりの御審議をいただいた上で、その後、とりまとめに入っていくとい

う段階、状況であるということでございます。 

  第２点目でございますが、法制化に当たっては、法案の骨子的なものが作成され

た場合に、それに関して、パブリックコメント等、一連の手続が必要になってくる

と思われるということでございます。 

  第３点、前回の当委員会での御審議で、消費者契約法を念頭に置いて検討してい

くという方向性を出していただいたわけでございますが、消費者契約法については、

制定時の国会の附帯決議により、５年後の見直しが指摘されたところでございます。

その見直しを行うべき時期がそろそろ来るということ、そのため、契約法の見直し

が既に現在の消費者政策部会の検討課題になっているということ。この契約法の見

直しとの関係をどう考えるのかということがございます。 

  いずれにしましても、法制化の時期については、こうした点も考慮しながら、今

後、慎重に検討していきたいというふうに考えております。 

○山本委員長  そういうことですが、よろしゅうございますか。 

  では、最後に、事務局から連絡事項をお願いします。 

○服部消費者企画課長  次回の委員会でございますが、９月 24 日金曜日、10 時か

ら 12 時まで。この庁舎の４階にございます共用第４特別会議室にて、開催させて

いただきます。 

  次回は、制度運営上の諸課題について、御議論いただくことを予定しております。

よろしくお願いいたします。 

○山本委員長  それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。時間を超過

して、御熱心に討議いただきまして、誠にありがとうございました。 

 


